
橋上流の土砂撤去と堤防の工事を実施します。◎麓

昨年の度重なる大雨により、麓橋の上流では が貯まりました。約２ｍ程の土砂

また大雨の度に杉水流地区付近では出水の影響により生活に支障をきたしてきまし

緊急的に土砂を取り除く工事 堤防をたが、この度「地元の強い要望」を受け と新たに

を開始することになりました。築く工事

●下の写真は麓橋から上流を見た写真です。赤丸の箇所で土砂が２ｍ程貯まりました。

平成２３年５月の写真 平成２４年２月の写真

●左の写真は川内川沿いの杉水流地区に

の団地側です。

赤の線沿いに堤防等の工事を実施します。

地域の方々の安全と安心を図るため、今年の梅雨までに間に合うよう工事を進めてま

いりますので、地域の皆様には工事に際してのご協力をお願い致します。
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◎堤防の刈草の提供について

国土交通省では、川内川の堤防等の維持管理のため、除草作業を業者に委託して

行っています。 その刈草を資源の有効利用を図るため地域の皆様に提供し、家畜粗

飼料や畑等の敷き草、堆肥などに利用して頂きたいと考えています。

この は申し込みをお願いします。刈草をご希望の方

【申込締切】 平成２４年４月４日（水） ～

４月２７日（金）まで

※土日・祝祭日を除く、朝９時～夕方１７時

【申込方法】 川内川河川事務所 京町出張所に直接

来て頂き、申し込み。

※登録期間は１年間です。今まで登録をされていた方で引き続きご希望の方も、

が必要です。新たに申し込み

◎ふるさとのかわ「川内川」を大切に

私たちふるさとのかわ「川内川」には

残念なことにいろんなところにゴミが捨

てられています。

地域の方々が監視役となっていつ

までも にしましょう。きれいな「川内川」

不法投棄（冷蔵庫） 不法投棄（テレビ） タイヤやゴミの投棄

「京町出張所だより」はホームページに掲載されています

川内川の出来事や工事（えびの市）などの情報を、住民の方々に提供するために「京町

出張所だより」を発刊してます。市役所窓口等においてあります。また、川内川河川事務所

ホームページ（新着情報＆お知らせ）でも閲覧できます。川内川に関する情報、意見などお

寄せ下さい。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼｱﾄﾞﾚｽ)(

http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/

川内川についてのご意見・要望等は･･･

（こちらへ） 国交省川内川河川事務所

0984-37-1151京町出張所 電話：

お知らせ

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

一般ゴミ（燃やせるゴミ） 袋 59.9 95.7 47.5

一般ゴミ（燃やせないゴミ） 袋 7.6 16.3 3.3

ペットボトル 袋 10.5 15.8 10.7

空き缶・ビン類 袋 18.2 26.2 11.9

ゴム（タイヤ等） 本 7 1

家電製品 台 2 2

その他 個 1
※週２回の河川巡視時における不法投棄物を集計したものである。

えびの市
単位品　　名


